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招集ご通知

証券コード　9219
2022年９月９日

株　主　各　位
東京都港区三田一丁目４番28号
株 式 会 社 ギ ッ ク ス
代表取締役CEO 網 野 知 博

１．日 時 2022年９月28日（水曜日）午後２時
２．場 所 東京都港区三田一丁目４番28号

三田国際ビル　地下１階　貸会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第10期（2021年７月１日から2022年６月30日まで）事業報告及び計算書類報

告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役４名選任の件

第10回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大のため、株主様には可能な限り郵送又はインターネットによる
議決権の行使をお願い申し上げるとともに、株主総会にご来場される株主様におかれましては、マス
ク着用などの対策のご検討をお願い申し上げます。併せて、当社の判断に基づき、株主総会会場にお
いて株主様の安全確保のために必要な措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上
げます。
　当日の出席に代えて郵送又はインターネットによって議決権を行使することができます。お手数な
がら後記の「議決権行使についてのご案内」をご検討いただき、2022年9月27日（火曜日）午後５
時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（https://www.gixo.jp/ir/）に掲載させていただきます。
　当社は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち次に掲げる事項を
インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.gixo.jp/ir/）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供
書面には記載しておりません。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」
・計算書類の「個別注記表」
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年9月28日（水曜日）
午後２時（受付開始：午後１時）

2022年9月27日（火曜日）
午後５時 到着分まで

2022年9月27日（火曜日）
午後５時 入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内
2022年9月17日（土曜日）午前５時より2022年9月20日（火曜日）午前５時までは、システムメンテナンスのため「スマー
ト行使」ウェブサイト及び「議決権行使ウェブサイト」がご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。１
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

２

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

３

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
0120－768－524

（受付時間　年末年始を除く９：00～21：00）
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当事業年度の事業の状況

(2021年７月１日から
2022年６月30日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響の下にありつつ
も、厳しい行動制限等は徐々に緩和され、経済活動の再開による景気回復の兆しが見えつつあ
るものの、新たな変異株による感染拡大に対する懸念がいまだ燻り続けており、依然として厳
しい状況にあります。今後の先行きについても、国内外の感染症の動向や経済活動・金融資本
市場への影響を注視する必要がある等、不透明な状況が続いております。一方で、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止によるリモートワークの推進や各企業のデジタルトランスフォーメーシ
ョン（DX）の推進は、データ活用による業務効率化やAIアルゴリズム実装に対する需要を高
めていると考えております。また、政府が人工知能（AI）など最先端技術を社会課題解決に生
かす「Society5.0」の一環として、DX推進を目的としたデジタル庁の創設などもあり、ビッ
グデータの活用やAIアルゴリズム技術等の社会実装を目指す機運がますます高まっておりま
す。そうした流れの中で、当社のデータインフォームド事業が内包されるビッグデータアナリ
ティクス（BDA）・テクノロジー市場、及びそれを含むAI市場は拡大し続けております。こ
の中でも特に関連の深い、国内ビジネスアナリティクス／AIサービス市場は、IT専門調査会社
IDC Japan株式会社によると、DX・データ駆動型ビジネスへの取り組み拡大によって部横
断・企業全体でのデータ活用支援に関わる案件が増加しており、2025年までの期間にわたり
高 成 長 が 期 待 さ れ る と 予 測 し て お り ま す 。 そ の 結 果 、2020 年 ～2025 年 の
CAGR（Compound Average Growth Rate：年間平均成長率）は新型コロナウイルス感染
症による負の影響を受けながらも11.5％と二桁成長を遂げ、2025年の市場規模は1兆2,080
億円になると予測されており、同市場は高い成長ポテンシャルと大きな市場規模を有すること
が示されております。（出典：2021年10月27日IDC Japan 国内ビジネスアナリティクス／
AIサービス市場予測、2020年～2025年）
　このような環境の下、当社は「あらゆる判断を、Data-Informed（データインフォーム
ド）に。」をパーパスとして掲げ、業績拡大を目指しております。当社の掲げる「データイン
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当事業年度の事業の状況

フォームド」は、データを用いて論理的に考え合理的に判断することで、人間による意思決定
の精度を高め、事業運営における再現性を高めることを狙いとしております。当社は、このよ
うな“人間が判断の主体となる”ことを前提にしたデータ活用を推進する「データインフォーム
ド市場（DI市場）」をターゲット市場と定義し、クライアント企業のニーズに合わせてDIコン
サルティング・DIプラットフォーム・DIプロダクトの3つのサービス（総称：DIサービス）を
柔軟に組み合わせて提供しております。昨今の不安定な社会情勢や経済環境においては、デー
タインフォームドに対するニーズは日々高まっております。データインフォームドな判断をク
ライアント企業の各種業務に組み込むことで、業務における判断の精度が向上し、経営課題解
決及び競争力強化が実現されます。
　当事業年度も「データインフォームド」の思想に共感する多くのクライアント企業から価値
提供の機会を頂戴しました。特に、従前より取引のある大手クライアント企業において、既取
引部門・取り組み中の領域におけるDIサービスの利用継続・拡大（縦展開）及び、同社内の未
取引部門・新規領域へのDIサービスの提供（横展開）が順調に進展いたしました。それによ
り、各社におけるデータインフォームドの思想の浸透が進み、多くの案件を受注するに至りま
した。また、並行して推進しております導入事例の他社への展開（新規顧客開拓）も相まっ
て、前年を上回る売上成長を達成いたしました。売上成長の実現にあたっては、①「データイ
ンフォームド」の思想をより効率的に浸透させるためのアセット開発及び先行的なプロダクト
開発、②経営課題解決を可能とする人材の育成、③信用力向上と必要な資金を機動的に調達す
るための上場対応、の３つの領域への投資に注力しました。①の研究開発領域においては、プ
ロジェクトで培った当社独自のノウハウをマニュアル、ツール、プログラム等の形式でアセッ
ト化し、再利用可能な状態としました。また、当社が提供するDIプロダクトサービス「マイグ
ル」の導入・運用を効率化するためのプログラム改修も推進し、クライアント企業のユーザビ
リティ向上を実現しました。②の人材の育成への投資では、従前より蓄積してきた知見やアセ
ットを活用し、当社独自の分析手法を身に着けられる教育システムを構築・運用いたしまし
た。これにより、短期間での即戦力人材の育成が可能となっております。③の上場対応におい
ては、コーポレート・ガバナンス体制の強化などの管理体制強化に向けた投資を行い、2022
年３月30日に東京証券取引所マザーズへの上場を果たしました。戦略的な投資を積極的に行
った結果、売上高が好調に推移したことに加え、事業運営における効率向上の実現も相まっ
て、各段階利益も前年を上回る成長を達成しております。
　以上の結果、当事業年度の売上高は1,057,232千円（前事業年度比46.4％増）、営業利益
は99,105千円（同80.9％増）、経常利益は94,019千円（同85.1％増）、当期純利益は
72,750千円（同41.4％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況

② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資は、日常業務用コンピューターの購
入8,065千円であります。
　なお、当事業年度において、重要な設備の除却、売却等はございません。

③ 資金調達の状況
　当事業年度中に、当社は、2022年３月30日に公募増資により300,000株の新株式発行（払
込金額１株につき984.4円）を実施いたしました。また、同年４月26日に第三者割当てによ
り87,900株の新株式発行（払込金額１株につき984.4円）を実施いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　記載すべき重要な事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 ７ 期
(2019年６月期)

第 ８ 期
(2020年６月期)

第 ９ 期
(2021年６月期)

第 10 期
(当事業年度)

(2022年６月期)

売 上 高 (千円) 382,924 617,614 722,275 1,057,232

経 常 利 益 (千円) 45,631 42,300 50,782 94,019

当 期 純 利 益 (千円) 24,577 36,435 51,435 72,750

１株当たり当期純利益 (円) 614.43 9.11 12.86 15.20

総 資 産 (千円) 505,110 800,145 1,549,837 1,995,858

純 資 産 (千円) 380,212 416,648 1,194,782 1,645,695

１株当たり純資産 (円) 9,505.32 104.16 297.62 294.86

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）1．1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
2．1株当たり純資産は、期末発行済株式総数により算出しております。
3．2021年12月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。こ

れに伴い、第８期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益及び
１株当たり純資産を算定しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
　該当事項はありません。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社は、持続的成長と企業価値向上のため、下記の項目を主な対処すべき課題として認識し、
事業に取り組んでまいります。

１．継続的な収益力の向上
　当社が自社の強みであると考える「一気通貫でプロフェッショナルサービスを提供可能」とい
う優位性から、最初のプロジェクトをきっかけとして、クライアント企業に深く入り込み改革推
進を支援することが多くあります。当社としても業務を深く理解し、難解な経営課題を解決し続
けていくことは、当社の競争力強化にもつながり、そのノウハウを汎用化したプロダクトサービ
スを生み出す源泉となります。この当社が考える精鋭人材を中心としたサービス提供体制を維持
することで、この両方のサービスについて継続的な収益力の向上に取り組んでまいります。

①長期契約の獲得
　当社はデータ分析を活用したコンサルティング・情報基盤・アプリ構築/仕組化の業務を主と
しております。その中でも当社の価値を最大限に活用できるクライアント企業候補には、高度な
経営課題・豊富なデータ・潤沢な投資資金の３つが求められ、そのような企業は限られるため、
長期契約の維持・獲得や１クライアント企業における多業務への深耕が重要な課題であると認識
しております。現状、経営課題を分析から仕組み構築まで一気通貫に解決していけるという付加
価値も相まって当社の主要クライアント企業において深耕に取り組んでおりますが、今後も主要
クライアント企業との資本業務提携や共同プロジェクトの開始、人材交流の活発化等を軸として
継続していく計画です。

②DIプロダクト領域の拡大
　各業界の東証プライム上場企業をはじめとする大手企業に対するデータ活用診断・情報基盤・
アプリ構築/仕組化の両サービスにより培われた技術力、ノウハウをもって汎用的な自社プロダ
クトを複数開発して提供しております。これらDIプロダクト領域においては自動化・省力化・独
自特許技術・アルゴリズムによる競争優位性のある品質・価格設定によって契約獲得数の拡大を
目指しております。また、これまではイベントの出展や地方自治体向けの提案により契約を獲得
してきましたが、今後はより積極的に販売パートナーとの取り組み等を活用することで、当社で
は不足しがちな営業力の面で補完し合ってまいります。
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③サービス提供体制の強化
　クライアント企業に付加価値の高いサービスを提供し、当社の収益力を向上させるためには優
秀な人材確保が必要不可欠であると認識しておりますが、大量一括採用による大幅な人員の増加
は計画しておりません。当社は採用した人材を短期間で高い能力を持つ人材へと成長させるノウ
ハウを保有しており、クライアント企業に、最先端の技術を用いた付加価値の高いサービスを継
続的に提供できる体制を強化しております。加えて、外部の協業パートナーとも協力し、当社専
属の人材を長期的にアサインし続けて頂くことで、当社の業務の進め方並びに品質を深く理解し
たチームメンバーとともに生産性の向上に取り組みつつ、サービス提供体制の拡大に取り組んで
まいります。

２．クライアント企業へのサービス提供品質の向上
　当社は、プロフェッショナルであるという自覚を持ち、常にクライアント企業が想定する品質
よりも高い成果を素早く提供し続けてきており、それが競争力の源泉となっていると考えており
ます。さらにその競争力を生み出しているのは優秀な従業員と創業以来蓄積され続けている
「Strategy」「Analytics」そして「Technology」の３つのスキル・ノウハウであり、それを
継承させていく教育・育成ノウハウであります。クライアント企業へ高い付加価値を提供できる
従業員に対して手厚い社内環境・制度を充実させることにより、クライアント企業へのサービス
提供品質のさらなる向上に取り組んでまいります。

①技術力の研鑽
　 当 社 が コ ア ケ イ パ ビ リ テ ィ と し て 定 め て い る 「Strategy 」 「Analytics 」 そ し て
「Technology」の３つに関しては、常に新議論・新技術が登場しております。従業員だけでな
く取締役も率先して常に最新の情報入手や技術の取得に取り組んでいく必要があると考えており
ます。特に重要と考えられる分野においては、各界のエキスパートを外部専門家として招聘（し
ょうへい）し、定期的に意見交換・討議を行っております。今後も必要に応じて業務委託契約や
学術機関との共同研究なども増加させ、技術力の研鑽を推し進めてまいります。

②サービス提供速度の維持・向上
　当社が優位性として確保しているクライアント企業が抱える経営課題を解決していくための経
営課題の分解・変換、データ処理・分析技術、業務への組み込み技術等は、その基本思想から深
く理解していないと高速度でサービスを提供していくことが困難です。そのため、新たに加わる
従業員は徹底的に当社の分析の基本思想と行動を身に着けます。また個々人ではなくチームとし
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て案件を推進することでサービス提供速度の高速を維持しております。今後もさらなる自動化や
業務の仕組化、ノウハウの形式知化を進め、サービス提供速度の向上に取り組んでまいります。

③従業員の労働環境の整備
　当社は新型コロナウイルス感染症が流行する以前の2019年夏ごろよりリモートワークを試行
していたため、同感染症の拡大時にも大きな混乱もなく全従業員が自宅からの業務実施を続ける
ことができました。しかしながら労働環境の管理・向上は当社としての義務であるのみならず競
争力強化にもつながることであるため、労働時間の正確な把握や労働環境のヒアリングなどを通
じ、必要に応じて制度、ツールの変更や備品の貸し出し・購入補助の実施なども行っておりま
す。またオフィスにおいても、高い衛生意識と広い空間を生かし、従業員が安心して最高のパフ
ォーマンスで業務に集中できる職場環境を整えるよう、継続的に取り組んでいます。

３．内部管理体制の強化
　当社は、成長段階にある企業ではあるものの、取締役を筆頭に管理部門が中心となり全社的に
高いレベルでの内部管理体制を整備し、運用を行っております。今後は、さらなる事業領域の拡
大に合わせた柔軟かつ迅速な内部管理体制の継続的な進化と強化に取り組んでまいります。

①コーポレート・ガバナンスの確実な実施
　適切なコーポレート・ガバナンスの運用のため、代表取締役CEO、業務執行取締役、各部門
長（Division Leader、管理本部長及び経理財務部長）によって営業進捗を議論する会議体（名
称：ディレクターズミーティング）並びにその他重要な会議体に常勤監査役が出席しており、健
全な議論並びに業務執行監査を担保しております。また業務執行取締役、各部門長（Division 
Leader、管理本部長及び経理財務部長）によって各案件の進捗を議論する会議体（名称：アサ
インミーティング）を毎週定例的に実施しており、案件の進捗、品質確認だけでなく、全従業員
の労働状況の把握も含め、業務執行を相互に確認しております。
　上記会議体に限らず、各案件の進捗に関しては、細かいモニタリングに留まらず、多くの情報
を業務執行部門と管理部門が相互に確認し合うことにより高度なコーポレート・ガバナンスを実
施しております。事業の拡大に伴い、確認・議論が増加することが予想されますが、必要に応じ
て外部専門家・システムなどを導入し、継続的なコーポレート・ガバナンスの確実な実施を進め
てまいります。
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②リスク・コンプライアンスに関する取り組みの強化
　業務遂行上のリスクの把握、対応策の策定を確実に実施するため、管理本部長を委員長とした
リスクマネジメント委員会を設置しております。当委員会は、毎四半期定例で業務フローに沿っ
たリスクの洗い出しや、テーマを絞ったリスク並びに対応策の議論を実施し、全社的なリスクの
把握及びリスクマネジメント体制の強化に努めております。また、コンプライアンスに関する取
り組みにおいては、総務人事部が主管となり、各部門のコンプライアンスに関する課題を継続的
に検討し、法令や社会的規範等の順守に対する意識の定着と運用の徹底を図っております。

③情報セキュリティの強化・セキュリティ強度の維持
　当社は、その事業の特性上、クライアント企業の経営情報、機密情報、トランザクションデー
タなどの重要なデータ・情報を取り扱う場面が多く存在します。情報セキュリティガイドライン
の制定や従業員に対するセキュリティ教育だけでなく、外部専門家による定期的なセキュリティ
チェックも継続的に実施しております。また個人情報の取り扱いに関しては、そもそもの取り扱
う個人情報の量の最小化を図るとともに規程・運用管理体制の整備を通じ、プライバシーマーク
を取得しております。今後も確実な運用に留まらず継続的な社内教育・研修の実施やセキュリテ
ィに関するシステムの整備を継続して行ってまいります。

４．流動性の確保及び企業価値の拡大
　当社の流通株式比率は上場に伴い実施する公募及び売出しによって取引所が定める形式要件を
充足しております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、事業の推進やIR
活動の促進・強化を図るとともに、実施可能な資本政策を適宜検討し、流動性確保に努めること
を方針としております。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 事 業 内 容

データインフォームド事業
・アナリティクスを用いた、データインフォームド事業
　- データを活用した各種コンサルティング業務及びツールの研究・開発
　- 上記ツールを用いた各種サービスの提供

(5) 主要な事業内容（2022年６月30日現在）

東 京 オ フ ィ ス 本 社 東京都港区

大 阪 オ フ ィ ス 大阪府大阪市北区

(6) 主要な営業所（2022年６月30日現在）

事 業 区 分 使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

デ ー タ イ ン フ ォ ー ム ド 事 業 27 （１）名 ５名増 （－名増）

全 社 （ 共 通 ） ６ （－） －名増 （－名増）

合 計 33 （１） ５名増 （ー名増）

(7) 使用人の状況（2022年6月30日現在）

（注）１．使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、
パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属してい
るものであります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 145,825千円

(8) 主要な借入先の状況（2022年６月30日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　株式会社東京証券取引所よりご承認いただき、2022年３月30日付で、当社株式は東京証券取引所
マザーズに上場いたしました。
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株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況

(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 5,581,300株

(3) 株主数 1,725名（前期末比1,717増加）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

網野　知博 1,983千株 35.5％

花谷　慎太郎 783 14.0

田中　耕比古 683 12.2

株式会社ＪＲ西日本イノベーションズ 311 5.6
ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業
有限責任組合
無限責任組合員 ＳＢＩインベストメント株式会社

282 5.1

ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社 261 4.7

鴨居　達哉 100 1.8

株式会社ＳＢＩ証券 90 1.6
ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰ
ＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） 51 0.9
三菱ＵＦＪキャピタル７号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 50 0.9

２. 株式の状況（2022年６月30日現在）

（注）2021年12月１日付で実施した株式分割（普通株式１株を100株に分割）に伴い、発行可能株式総
数は19,800,000株増加しております。

（注）１．2021年12月１日付で実施した株式分割（普通株式１株を100株に分割）により、発行済株式
の総数は5,141,466株増加しております。

２．2022年３月29日を払込期日とする公募増資及び2022年４月26日を払込期日とするオーバー
アロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資による新株式発行により、発行済
株式の総数は387,900株増加しております。

(4) 大株主（上位10名）

（注）当社は、自己株式を保有しておりません。
(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

　該当事項はありません。
(6) その他株式に関する重要な事項

　当社は、2021年11月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年11月15日付で定款の一部
変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
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３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 C E O 網　野　　知　博

取 締 役 花　谷　　慎太郎 Data-Informed 事業本部長
Business Planning Division Leader

取 締 役 田　中　　耕比古 Chief Strategist（CS）

取 締 役 田　村　　誠　一 株式会社ローランド・ベルガー シニアパートナー

常 勤 監 査 役 清　水　　明

監 査 役 原　澤　　敦　美
五十嵐・渡辺・江坂法律事務所 パートナー
株式会社ローソン銀行 社外監査役
川崎汽船株式会社 社外監査役
リコーリース株式会社 社外取締役

監 査 役 熊　倉　　安希子

熊倉公認会計士事務所 所長
株式会社バンク・オブ・イノベーション 社外取締役監査
等委員
株式会社やる気スイッチグループホールディングス 社外
取締役

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2022年６月30日現在）

（注）１. 取締役田村誠一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役清水明氏、監査役原澤敦美氏及び監査役熊倉安希子氏は、社外監査役であります。
３. 監査役原澤敦美氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
４. 監査役熊倉安希子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。
５. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と
しております。なお、当該責任限定が認められるのは社外取締役及び監査役が職務を行うにつき
善意でかつ重大な過失がない時に限られます。

(3) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることになる損害を補填することとしております。なお、被保険者は当社取締
役及び当社監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しておりま
す。

(5) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年11月15日開催の臨時株主総会（同株主総会終結時の取締役の員数は４名
（うち社外取締役１名）、監査役の員数は３名）において、役員報酬総額を以下のとおり決議
しております。

（株主総会決議内容）
取締役の報酬額 年額400,000千円以内
監査役の報酬額 年額30,000千円以内

　各取締役の報酬等の額については、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、担当
職務、業績、貢献度等を総合的に考慮して、取締役会の一任を受けた代表取締役CEO網野知
博が決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門
について評価を行うには代表取締役CEOが適していると判断したためであります。
　当該事業年度における各取締役の報酬等の額は、2021年９月27日開催の取締役会にて代表
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区 分
報 酬 等 の 総 額 （ 千 円 ） 対 象 と な る

役 員 の 員 数
（名）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非 金 銭 報 酬 等

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

57,000
（2,400） ー ー ４

（１）

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

12,000
（12,000） ー ー ３

（３）

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

69,000
（14,400） ー ー ７

（４）

取締役CEO網野知博への一任を決議しております。
　監査役の報酬は、株主総会決定した報酬等総額の限度内において、常勤、非常勤の別、業務
分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
　今後は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、報酬等の妥当性と決定プロ
セスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として2022年５月13日に社外取締役を議
長とした報酬諮問委員会を設置いたしましたので、取締役の報酬等は当該会議での審議を経た
上で取締役会に答申され、決定される予定であります。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

(6) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役田村誠一氏は、株式会社ローランド・ベルガーのシニアパートナーであります。株式
会社ローランド・ベルガーと当社は協業契約を締結しておりますが、共同で他社のコンサルテ
ィング案件を実施するという業務内容であり取引先関係ではございません。よって、利益相反
となるような関係でないことから、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
　監査役原澤敦美氏は、五十嵐・渡辺・江坂法律事務所のパートナー、株式会社ローソン銀行
の社外監査役、川崎汽船株式会社の社外監査役及びリコーリース株式会社の社外取締役であり
ます。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
　監査役熊倉安希子氏は、熊倉公認会計士事務所の所長、株式会社バンク・オブ・イノベーシ
ョンの社外取締役監査等委員及び株式会社やる気スイッチグループホールディングスの社外取
締役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 田　村　　誠　一

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席いたしまし
た。主に経営コンサルタントとしての幅広い業界に関する豊富な知識
と、事業会社における企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づき、適
宜発言を行っており、当社経営に対して客観的・中立的立場で有益な助
言や指導が行われております。

監査役 清　水　　　明

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。主にこれまでの職務経歴等から企業経営等
に関する幅広い知識や経験のほか、他社での監査役としての知見や経験
から、議案審議に必要な発言を適宜行っております。また経営の監督と
チェックを適宜行っております。

監査役 原　澤　　敦　美

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会
において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言
を行っております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス
体制等について適宜、必要な発言を行っております。

監査役 熊　倉　　安希子

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査役会14回
の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締
役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を行っております。また、監査役会において、当社の内部管理体制
並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、新規
上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

６. 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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７. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、現在、成長過程に
あるため、人材確保及び育成、新規・既存事業の展開に必要な投資及び経営基盤の強化のため
内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。そのため、現在まで配当を実施し
ておらず、今後も当面は内部留保の充実を図る方針であります。内部留保資金につきまして
は、今後の成長のための原資である人材採用や人材育成、研究開発投資など有効に投資してま
いります。将来的には、経営成績及び財政状態、事業展開に備える内部留保とのバランスを勘
案して配当を行う方針であります。
　当社は配当を行う場合、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は取締役
会であります。また、中間配当の基準日を毎年12月31日とする旨、このほか基準日を定めて
剰余金を配当することができる旨、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令
に別段の定めのある場合を除き、株主総会の定めによらず取締役会の決議によって定める旨を
定款に定めております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額

投 資 そ の 他 の 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

1,883,660
1,623,400
249,718
10,226
315

112,198
56,922
56,920
34,027
△34,025

55,275
20,187
35,087

　

（ 負 　   債 　   の 　   部 ）
流 動 負 債 219,568
一年内返済予定長期借入金 50,004
未 払 金 61,190
未 払 費 用 25,864
前 受 金 7,373
未 払 法 人 税 等 43,183
そ の 他 31,952

固 定 負 債 130,594
長 期 借 入 金 95,821
資 産 除 去 債 務 34,773

負 債 合 計 350,163
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）

株 主 資 本 1,645,695
資 本 金 285,924
資 本 剰 余 金 1,158,250
資 本 準 備 金 1,158,250

利 益 剰 余 金 201,520
そ の 他 利 益 剰 余 金 201,520
繰 越 利 益 剰 余 金 201,520

純 資 産 合 計 1,645,695
資 産 合 計 1,995,858 負 債 純 資 産 合 計 1,995,858

貸　借　対　照　表
（2022年６月30日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2021年７月１日から2022年６月30日まで)
科 目 金 額

売 上 高 1,057,232
売 上 原 価 571,053
売 上 総 利 益 486,178
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 387,073
営 業 利 益 99,105
営 業 外 収 益
受 取 利 息 11
雑 収 入 16 27

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,176
株 式 交 付 費 3,936 5,113

経 常 利 益 94,019
特 別 利 益
助 成 金 収 入 1,500
新 株 予 約 権 戻 入 益 4,298 5,798

税 引 前 当 期 純 利 益 99,817
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 41,819
法 人 税 等 調 整 額 △14,753 27,066
当 期 純 利 益 72,750

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

株 式 会 社 ギ ッ ク ス

取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 大 中 康 宏

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 浅 井 則 彦

    2022年8月12日

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ギックスの2021年7月1日

から2022年6月30日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

会計監査報告
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2021年７月１日から 2022年６月30日までの第10期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 
100条第１項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討い
たしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役（社外監査役） 清　水　 明 ㊞
監　査　役（社外監査役） 原　澤　 敦　美 ㊞
監　査　役（社外監査役） 熊　倉　 安希子 ㊞

2022年８月23日
株 式 会 社 ギ ッ ク ス 　 監 査 役 会

　

以　上
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定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社ギックスと称する。 第１条 当会社は、株式会社ギックスと称し、英文で

はGiXo Ltd.と表示する。

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由

　市場のグローバル化及び「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１
条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度
が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。
（１）商号の英文表記を追加変更するため、定款第１条（商号）を変更するものであります。
（２）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めること

が義務付けられたことから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであ
ります。

（３）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付
を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定する
ことができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するもので
あります。

（４）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであ
ります。

（５）上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日
経過後に削除するものといたします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 27 －



2022/08/30 15:19:19 / 22905728_株式会社ギックス_招集通知

定款変更議案

現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）

（削　　除）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算
書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報
を、法 務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

（新　　設） （電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類等の内容である情報について電子提
供措置をとる。

２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部又は一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求をし
た株主に対して交付する書面に記載すること
を要しないものとする。

（新　　設） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
第43条 2022年９月１日から６か月以内の日を株主

総会の日とする株主総会については、定款第
15条（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）は、なお効力を有する。

２　本条の規定は、2022年９月１日から６か月
を経過した日又は前項の株主総会の日から３
か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれ
を削除する。
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１
あみ

網
 

　
 

　
の

野
 

　
 

　
とも

知
 

　
 

　
ひろ

博
(1973年５月12日)

1998年４月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社
2004年11月 アクセンチュア株式会社　入社
2011年４月 日本IBM株式会社　入社
2012年12月 当社設立　代表取締役CEO（現任）

1,983,400株

２
はな

花
 

　
たに

谷
 

　
 

　
しん

慎
 

　
た

太
 

　
ろう

郎
(1976年１月20日)

2001年４月 日本工営株式会社　入社
2008年４月 IBM Business Consulting Services株

式会社（現日本IBM株式会社）入社
2012年12月 当社設立　取締役（現任）
2012年12月 当社CTO就任
2019年２月 当社Data-Informed事業本部長就任（現

任）
2021年７月 当 社 Business Planning Division 

Leader就任（現任）

783,300株

３
た

田
 

　
なか

中
 

　
 

　
たが

耕
 

　
ひ

比
 

　
こ

古
(1977年12月９日)

2000年４月 株式会社物産システムインテグレーショ
ン（現三井情報株式会社）入社

2004年７月 アクセンチュア株式会社　入社
2011年10月 日本IBM株式会社　入社
2012年12月 当社設立　取締役就任（現任）
2012年12月 当社CMSO就任
2022年７月 当社Chief Strategist就任（現任）

683,300株

第２号議案 取締役４名選任の件
　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役
１名を含む取締役４名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

４
た

田
 

　
 

　
むら

村
 

　
 

　
せい

誠
 

　
 

　
いち

一
(1968年12月30日)

1992年３月 アクセンチュア株式会社　入社
2005年９月 同社　エグゼクティブ・パートナー
2010年１月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社

地域経済活性化支援機構）　入社　マネ
ージング・ディレクター

2011年５月 芝政観光開発株式会社　社外取締役（派
遣）

2011年６月 藤庄印刷株式会社　取締役兼 副社長執
行役員（派遣）

2011年９月 株式会社沖創建設　社外取締役（派遣）
2013年３月 株式会社JVCケンウッド　入社
2016年６月 同社　代表取締役 兼 副社長執行役員兼 

最高戦略責任者 兼 メディアサービス分
野最高執行責任者

2017年４月 日本電産株式会社　入社
2017年６月 同社　専務執行役員
2019年５月 株式会社ローランド・ベルガー　入社　

シニアパートナー（現任）
2021年１月 当社社外取締役（現任）

ー 株

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 田村誠一氏は、社外取締役候補者であります。
３. 田村誠一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって１年８か月となります。
４. 当社は、田村誠一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任

された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
５．田村誠一氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、経営コンサルタントとして

幅広い業界に関する豊富な知識を有するとともに、事業会社における企業経営の豊富な経験と幅広い
見識を有していることから、当社経営に対して客観的・中立的立場で有益な助言や指導が行われるこ
とを期待できるものと判断し、社外取締役候補者としております。

６. 当社と田村誠一氏、清水明氏、原澤敦美氏及び熊倉安希子氏は、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責
任限定が認められるのは社外取締役及び監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき
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取締役選任議案

に限られます。
７. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによっ
て生ずることになる損害を補填することとしております。なお、被保険者は当社取締役及び当社監査
役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。また、当該保険契
約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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地図

会場：東京都港区三田一丁目４番28号
三田国際ビル　地下１階　貸会議室
TEL ０３－３４５２－１２２１

交通 都営大江戸線　　 赤羽橋駅 赤羽橋口より 徒歩約３分
東京メトロ南北線 麻布十番駅 ５b出口より 徒歩約15分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

三田国際ビル

済生会
中央病院

みなと
保健所

三田病院住友不動産
麻布十番ビル

赤羽小学校

三田高校

オーストラリア
大使館

セブン-
イレブン

セブン-
イレブン

セブン-
イレブン

ローソン

麻布十番駅

首都高速 大江戸線

南
北
線

交番

ローソン

赤羽橋駅
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